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〈年金定期預金規定〉 

１．取扱店の範囲 

この預金は、公的年金の受取を指定している店舗、もしくは年金受取ご予約サービスの申込により年

金の受取を予約している店舗のみにて、預け入れができます。 

２．預入資格 

（１）当社で年金（厚生・国民・共済）を受給している方、新たに受給口座指定をされる方、および年金

受取ご予約サービスをお申込された方、並びに制度上公的年金の受給資格がない６５歳以上の在日外

国人のお客様に限ります。 

（２）預金名義は、年金受給者、および年金受取ご予約サービス申込者、並びに在日外国人の本人のみと

します。 

３．証券類の受入れ 

（１）小切手その他の証券類を受け入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。 

（２）受け入れた証券類が不渡りとなったときは、預金になりません。不渡りとなった証券類は、契約の

証と引き換えに当店で返却します。 

４．お預け入れ限度額 

預入資格のあるお客様お一人につき１００万円を限度とします。 

５．お預け入れ預金種類 

非自動継続スーパー定期預金・自動継続スーパー定期預金（元利継続型・元金継続型）期間１年もの

のスーパー定期を作成します。 

 

以 上 

 


